
仕 様 書  

 

  件 名  乗用自動車（ミニバンタイプ）７台の交換購入 

 

 １ 交換により国が受け入れる自動車 

  ア 主要項目 

(1) 品 名 ・ 台 数 乗用自動車（ハイブリッド車）７台 

(2) 型 式 ・ 種 別 ミニバンタイプ 

 （四輪駆動オートマチック車） 

(3) 使 用 燃 料 無鉛レギュラーガソリン 

(4) 乗 車 定 員 ７名以上 

(5) 総 排 気 量 1,400cc ～ 2,000cc クラス 

(6) 車 体 色 シルバー色又はこれに準ずる色 

(7) 自 動 車 重 量 税 49,200 円以下／３年 

(8) 自動車損害賠償責任保険料 36 ヶ月 

(9) 自動車リサイクル料金等 １式 

(10) 装 備  

①エアーコンディショナー １式 

②ＳＲＳエアバックシステム（運転席・助手席） １式 

③ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステム） １式 

④衝突被害軽減ブレーキ １式 

⑤前車追従・車線維持支援機能 １式 

⑥カーナビゲーションシステム（バックビューモニター付） １式 

⑦ドライブレコーダー（前後方録画） １式 

⑧ＡＭ／ＦＭチューナーラジオ １式 

⑨ＥＴＣ車載器（セットアップを含む。） １式 

⑩ドアバイザー １式 

⑪フロアマット １式 

⑫二列目左右席用サイドウインドウサンシェード 

 （ロール式等により直射日光を遮蔽可能なもの） 

１式 

⑬フロントフォグランプ １式 

⑭タイヤ応急修理用品 １式 

⑮スタッドレスタイヤ（アルミホイール付き） ４本 

※サイズは標準タイヤと同等 

⑯寒冷地仕様 

（運転席、助手席及び後席二列目左右のシートヒーター

を含むこと） 

１式 

⑰2027 年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO2027）特別仕様ナン

バープレート 

１式 

 

        以上の装備と同等品以上のものを標準又はオプション装備で装着するものとする

が、オプション品については純正品（ディーラーオプションを含む。）を基本とす

る。 

    また、カタログに記載のない仕様としたり、標準で装備されているものをあえて

取外し又は変更を加えないこと。ただし、⑦のドライブレコーダー、⑨のＥＴＣ車

載器については、純正品にこだわらない。 

       ⑥のカーナビゲーションシステムは、駐車時に車両周囲（前後左右）を撮影する

複数カメラにより、車両を上方から見下ろした映像を表示可能な周囲確認支援機能

を有すること。また、ＴＶチューナーが内蔵されている場合は、ＴＶを視聴できな

いようにすること。 

 ⑧のＡＭ／ＦＭチューナーラジオについては、⑥のカーナビゲーションシステム



にＡＭ／ＦＭチューナーラジオの機能が内蔵されている場合は装着不要とする。 

 納車時期が冬季となる場合は、スタッドレスタイヤを装着し納車すること。その

際、ノーマルタイヤは車内に積載すること。 

 タイヤについては、令和７年以降製造の国産メーカーのものとすること。 

 ⑰の特別仕様ナンバープレートについては、フルカラー版のナンバープレートを

装着するものとする。（別紙３のとおり） 

    イ 登録手続及び検査 

    (1) 自動車交換契約書第７条に規定する検査を受けようとするときは、使用の本拠の

位置を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所において登録を行い、その完了

後、検査を受けるものとする。 

(2) 登録手続等に要する諸経費は受注者の負担とし、自動車重量税、自動車損害賠償

責任保険料及び自動車リサイクル料金を含め、本契約に基づく入札価格に全て含め

るものとする。 

 

  ２ 交換により国が引き渡す自動車 

    ア 車種・型式等 

    別紙２のとおり。 

 

    イ 引渡要領 

    (1) 受注者は速やかに旧車の移転又は廃止登録を行い、登録後は、登録識別情報等通

知書の写しを発注者に提出すること。 

    (2) 移転又は廃止登録に要する諸経費は、受注者の負担とすること。 

 

    ウ 自動車リサイクル料金等の取扱い 

        発注者が引渡した自動車に係るリサイクル料金のうち、預託金については入札価

格に含めないものとし、別途歳入金として処理を行うものとする。 

 

エ 自動車損害賠償責任保険の取扱い 

発注者が引き渡した自動車に係る自動車損害賠償責任保険の解約に伴う返還金

については、入札価格に含めないものとする。 

 

  ３ 環境 

      国が受け入れる自動車は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平

成 12 年法律第 100 号。）第６条第１項の規定に基づく、「環境物品等の調達の推進

に関する基本方針」の判断基準に適合することとし、下表１に示す排出ガス基準に適

合するとともに、下表２に示す区分ごとの燃費基準値を満たし、かつ、下表３に示す

算定式により算出した燃費基準値を下回らない自動車とするものとする。 

 

  表１ 排出ガス基準                                                         

区      分 一酸化炭素 非メタン炭化水素 窒素酸化物 

乗 用 車 
JC08 モード  1.15g/km 以下  0.013g/km 以下 0.013g/km 以下  

WLTC モード   1.15g/km 以下   0.05g/km 以下 0.025g/km 以下 

 

 表２ ガソリン乗用車に係る JC08 モード又は WLTC モード燃費基準 

区     分 
燃費基準値 

車 両 重 量 

741 ㎏未満 24.6 ㎞/L 以上 

741 ㎏ 以上 856 ㎏未満 24.5 ㎞/L 以上 

856 ㎏ 以上 971 ㎏未満 23.7 ㎞/L 以上 

971 ㎏ 以上 1,081 ㎏未満 23.4 ㎞/L 以上 

1,081 ㎏ 以上 1,196 ㎏未満 21.8 ㎞/L 以上 



1,196 ㎏ 以上 1,311 ㎏未満 20.3 ㎞/L 以上 

1,311 ㎏ 以上 1,421 ㎏未満 19.0 ㎞/L 以上 

1,421 ㎏ 以上 1,531 ㎏未満 17.6 ㎞/L 以上 

1,531 ㎏ 以上 1,651 ㎏未満 16.5 ㎞/L 以上 

1,651 ㎏ 以上 1,761 ㎏未満 15.4 ㎞/L 以上 

1,761 ㎏ 以上 1,871 ㎏未満 14.4 ㎞/L 以上 

1,871 ㎏ 以上 1,991 ㎏未満 13.5 ㎞/L 以上 

1,991 ㎏ 以上 2,101 ㎏未満 12.7 ㎞/L 以上 

2,101 ㎏ 以上 2,271 ㎏未満 11.9 ㎞/L 以上 

2,271 ㎏以上 10.6 ㎞/L 以上 

 

 

 表３ 乗用車に係る燃費基準値（WLTC モード燃費値） 

車両重量 算定式 

2,759 ㎏未満 FE=(-2.47×10-6×M2-8.52×10-4×M+30.65)×α×β 

2,759 ㎏以上 FE=9.5×α×β 

  FE：燃費基準値（㎞/L）（小数点以下第１位未満を四捨五入） 

  M ：車両重量（㎏） 

  α：燃費基準達成率であって 0.8 

  β：燃料がガソリンの場合は 1.0 

 

  ４ 運用・保守等 

納入車両を常に良好な状態に保つための保守体制が図られること。 

 

  ５ 交換場所 

国が受け入れる自動車  別紙１のとおり。 

国が引き渡す自動車   別紙２のとおり。 

 

  ６ 交換期限 

令和９年３月１９日 

 

 ７ 環境負荷低減に向けた取組 

(1)  環境関係法令の遵守  

受注者は、業務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。な

お、 本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。 

ア エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 

(昭和 54 年法律第 49 号) 

イ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号） 

ウ プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和３年法律第 60 号) 

エ 労働安全衛生法 (昭和 47 年法律第 57 号) 

オ 環境影響評価法 (平成９年法律第 81 号) 

カ 地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成 10 年法律第 117 号) 

キ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法

律（平成 19 年法律第 56 号） 

 

(2)  環境関係法令の遵守以外の事項  

受注者は、業務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、業 

務の最終報告時)に別紙４を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロ

スコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。 

なお、全ての事項について「実施した／努めた」又は「左記非該当」のどちらかに



チェックを入れるとともに、ア～エの各項目について、一つ以上「実施した／努めた」

にチェックを入れること。以下の取組に努めるものとする。 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用

状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、

空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効 率の良い機

械の利用等)の実施に努める。 

ウ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。 

エ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機

械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

  ８ 機能等証明書の作成及び提出 

機能等証明書を提出する者は、入札説明書及び本仕様書の内容を踏まえ次の資料を

作成し、入札説明書の４の(3)に示した提出期限までに１部提出するものとする。 

  (1) 本仕様書に基づき、機能及び性能等について証明する「機能等証明書」（別紙様

式第５号） 

    (2) 「機能等証明書」事項以外その他装備事項等の詳細について証明する資料（カタ

ログ、パンフレット等） 

    (3) 本仕様書の項目（できるだけ詳細に記載）について、無条件に合致していること

を保証するか、又は、一定の前提条件が必要かを示した資料「項目別の合否事項一

覧表」（別紙様式第６号） 

    (4) ４の運用・保守等の体制を明示した書類（別紙様式第４号） 

    (5) 令和７・８・９年度一般競争（指名競争）参加資格（全省庁統一資格）における

資格審査結果通知書の写し 

    (6) 参考見積書（任意様式） 

      ①国が受け入れる自動車７台 

      ②国が引き渡す自動車７台 

                 



別紙１

乗用自動車（ミニバンタイプ）７台の交換購入に係る自動車７台の納入場所一覧

官　　　署　　　名 住　　　　　所

1 東北農政局
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎Ａ棟

1 1,400cc ～ 2,000ccクラス、４WD 0

2 東北農政局福島県拠点 福島県福島市霞町1-46 1 1,400cc ～ 2,000ccクラス、４WD 0

3 東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所 青森県弘前市大字新寺町149-2 1 1,400cc ～ 2,000ccクラス、４WD 0

4 東北農政局北上土地改良調査管理事務所
岩手県盛岡市内丸7-25
盛岡合同庁舎

1 1,400cc ～ 2,000ccクラス、４WD 0

5 東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所
秋田県秋田市山王7-1-3
秋田合同庁舎

1 1,400cc ～ 2,000ccクラス、４WD 0

6 東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所
秋田県秋田市山王7-1-3
秋田合同庁舎

1 1,400cc ～ 2,000ccクラス、４WD 0

7 東北農政局八郎潟農業水利事業所 秋田県南秋田郡大潟村東1-1 1 1,400cc ～ 2,000ccクラス、４WD 0

計 7 0 0 0 0 0 0

整理
番号

納　　　入　　　予　　　定　　　場　　　所
台数 備　　考規格 取得金額

自動車
重量税

自動車損害賠
償責任保険料

自動車
リサイクル料金

交付手数料 計



別紙２

乗用自動車（ミニバンタイプ）７台の交換購入に係る自動車７台の引渡し一覧

走行距離

(CC) (km)

1 東北農政局
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎Ａ棟

日産　セレナ H24 1,990 仙台501ふ3080 NC26-005448 シルバー R9.2.14 ● ● 155,515

2 東北農政局福島県拠点 福島県福島市霞町1-46 日産　セレナ H27 1,990 福島502そ9852 NC26-025606 シルバー R8.8.23 ● ● 201,788

3 東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所 青森県弘前市大字新寺町149番2号 日産　セレナ H25 1,990 青森501さ3724 NC26-013923 シルバー R8.6.19 ● ● 141,634

4 東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所
秋田県秋田市山王7丁目1番3号
秋田合同庁舎

日産　セレナ H30 1,997 秋田501ま7025 GNC27-010123 シルバー R9.9.18 ● ● 164,578

5 東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所
秋田県秋田市山王7丁目1番3号
秋田合同庁舎

日産
エクストレイル

H27 1,997 秋田300む7657 NT32-523384 シルバー R8.7.28 ● ● 113,357

6 東北農政局八郎潟農業水利事業所 秋田県南秋田郡大潟村東1-1
ホンダ

ステップワゴン
H24 1,990 秋田501も8326 RK1-1310549 シルバー R9.8.27 ● ● 91,575

7 東北農政局平鹿平野農業水利事業所 秋田県横手市大屋新町字大平99番39号 日産　デュアリス H20 1,990 秋田300ね6178 KNJ10-201458 アーバンセメント R9.9.24 ● ● 102,579

番号 官　　　署　　　名 住　　　　　　　　　　所
車 台 番 号

整理 引　渡　し　予　定　場　所
車　　　　　　　名 年式

排気量
登 録 番 号 四駆 ＭＴ ＡＴ (R8.1.31現在)車体色

車検満了
年月日

二駆



  
 

                          令 和 ７ 年 ５ 月 ３ 日 

都市局参事官（国際園芸博覧会担当）付 

物流・自動車局自動車情報課 
 

GREEN×EXPO 2027 特別仕様ナンバープレートの 

デザイン及び交付開始日等を決定！！ 

～事前申込の受付は６月９日から開始します！～

国土交通省では、GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）の開催を記念し

た特別仕様のナンバープレートを、全国の希望者へ７月 14 日（月）から交付を開始

することとし、６月９日（月）より事前申込の受付を開始することとします。 

  特別仕様ナンバープレートは、日本全国での普及を通じて多くの方々に GREEN×

EXPO 2027 を身近に感じてもらい、GREEN×EXPO 2027 の開催機運の醸成を図ることを

目的としております。 

 

１．GREEN×EXPO 2027 特別仕様ナンバープレートのデザイン 

登録自動車（自家用） 登録自動車（事業用） 軽自動車（自家用） 

(

寄
付
金
あ
り)

 

フ
ル
カ
ラ
□
版 

 

 

  

(
寄
付
金
な
し)

 

モ
ノ
ト
□
ン
版 

      

２．交付期間等
  申込受付：令和７年６月９日（月）～

交付期間：令和７年７月 14 日（月）～令和９年 11 月 30 日（火）

３．申込み方法
ご自身でウェブサイト（https://www.kibou-number.jp）からお申込みいただくか、

もしくは、お近くのディーラー・整備工場、行政書士等にご相談ください。 

 

４．料金（交付手数料等）
上記ウェブサイトにて５月下旬頃に公表予定です。 

５．対象車両
新車・中古車の購入時だけでなく、現在お乗りの自動車の車検時などいつでも番号

を変更することなく、特別仕様ナンバープレートに交換が可能です。 

同時発表：公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 

別紙３

https://www.kibou-number.jp/
工藤進(KUDOSusumu)
ハイライト表示

工藤進(KUDOSusumu)
長方形



６．寄付金の活用 
  フルカラー版の特別仕様ナンバープレートの申込み時にいただいた寄付金（1,000

円以上）は、GREEN×EXPO 2027 の開催に関連した交通サービスの充実等に充てられ

る予定です。 

※寄付金無しの場合は、モノトーン版の特別仕様ナンバープレートとなります。 

 

 

【問い合わせ先】 

○特別仕様ナンバープレート発行スケジュール・手続等に関する問い合わせ 

物流・自動車局 自動車情報課 山本・福本・大塚 

電話：03-5253-8111（内線:41145、42103）直通：03-5253-8588  

○特別仕様ナンバープレートのデザインに関する問い合わせ 

 公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 機運醸成課 三堀 

電話：045-307-2031 

 

 

 







 

1 

 

別紙４ 

 

 

みどりチェック実施状況報告書 

 

事業名  

事業者名  

担当者・連絡先  

 

以下のア～エの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検

討する（もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携

する）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガ

スの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に

実施している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使

用して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたものを調達す

ることに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを

調達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                   ） 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状

況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調

のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用

等）の実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 
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・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーに

ついて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料

金の記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要

な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準

となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない

等、適切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮でき

るよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めてい

る。 

☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                   ） 

 

ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙

などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。 
☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委託する

ことも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令

に従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 
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エ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械

の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・「環境配慮のチェック・要件化（みどりチェック）チェックシ

ート解説書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容を了

知し、関係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、

もしくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行ってい

る、もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニ

ュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するよう

に努めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、

定期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、

安全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

 

 


